
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、ＪＲ東労組本部に、会社の面談を利用した不

当労働行為、管理者からの利益誘導による不当労働行

為、教導指定等における組合差別、事故事象に対する

管理者の隠蔽、組合員に対する暴行、人命が危険に晒

される事象、業務過多による病気休職・退職など数々

の事象が報告されています。 

ＪＲ東労組本部は、「コンプライアンス違反」の事

象に対し緊急調査を行い、事実を把握後、その解決を

目指していきます。 

組合員においては、各級機関の行う緊急調査にご協力く

ださい。また、HP の「お問い合わせ」もご活用下さい。 
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